
第２３回吉田町ソフトバレーボール親睦大会要項 

 

１ 目 的   

生涯スポーツの一環として、幅広い年齢層の人々が共にソフトバレーボールを楽しむ 

機会を提供することにより、参加者相互の親睦を深めるとともに、健康及び体力の向上 

を図り、ソフトバレーボールの普及・振興に寄与することを目的とする。 

 

２ 主 催   

吉田町教育委員会、吉田町スポーツ推進委員会 

 

３ 日 時   

令和８年７月２６日（日） 

  受 付  午前８時１０分～ 

代表者会議  午前８時３０分～（大会本部前） 

試合開始  代表者会議終了後 

 

４ 会 場   

吉田町総合体育館（所在地：榛原郡吉田町住吉１８０番地の１） 

 

５ 参加資格 

 ⑴ 町内外を問わず参加できるものとする。 

 ⑵ 未成年者が参加する場合は、保護者の同意を得ること。 

 

６ チーム構成  

⑴ １チーム４人以上８人以内で構成するものとする。また、監督１人を置くこと（競技 

者を兼務可）。 

⑵ 試合は４人制で行う。 

⑶ 同一選手が複数チームに登録することはできない。 

 

７ 募集部門  

⑴ 男女混合の部(２０チーム) 

男女各２人で構成されたチーム 

  ただし、男子１人・女子３人で構成されたチームでも参加できるものとする。 

⑵ 小学生の部(１０チーム) 

小学５年生以上が２人以内、４年生以下が２人以上で構成されたチーム 

 

 



８ 競技規則   

公益財団法人日本バレーボール協会制定のソフトバレーボール競技規則及び本要項に 

よる。 

 

９ 競技方法   

⑴ ブロック別総当たり戦とする。 

⑵ 参加チーム数や大会運営上の都合により、競技方法を変更することがある。 

⑶ 試合は１セット１５点先取のラリーポイント制による２セットマッチとし、デュー 

スは採用しない。 

⑷ 各セットの勝敗により試合の勝敗を決定し、１勝１敗の場合は引き分けとする。 

⑸ 勝ち点制を採用し、勝ちは３点、引き分けは１点、負けは０点とする。 

⑹ 棄権した試合は、棄権したチームの負けとし、相手チームの勝ちとする。 

⑺ 棄権試合の勝ち点及び得点は、次のとおりとする。 

 ア 棄権したチームは勝ち点０点、得点０点、失点３０点とする。 

 イ 相手チームは勝ち点３点、得点３０点、失点０点とする。 

⑻ 組み合わせは、参加チーム数等を考慮し、主催者による代理抽選により決定する。 

 

10 順位決定方法 

順位は、次の順により決定する。 

⑴ 勝ち点  

⑵ 得失点差 

⑶ 総得点 

⑷ 当該チーム間の対戦成績 

⑸ 主催者による抽選 

 

11 審 判   

  参加チームは互審制とし、主審、副審、得点係及び線審等を担当する。 

 

12 表 彰   

⑴ 表彰対象は、参加チーム数に応じて決定する。 

⑵ 表彰は各部門ごとに行う。 

⑶ 参加者全員に参加賞を贈呈する。 

 

13 申込み   

７月７日（火）までに、下の二次元コードから電子申請していただくか、参加申込書に 

必要事項を記入の上、直接又はファックスで生涯学習課へ申し込むこと。 

二次元コード 

 



14 参加料   

⑴ １チーム ２，０００円  

⑵ 参加料は大会当日に徴収する。 

⑶ 大会中止の場合を除き、納入された参加料は返還しない。 

 

15 その他  

⑴ 全体での準備運動は行わないため、各チームにおいて試合前に十分な準備運動を行

うこと。 

⑵ 審判は参加チームによる互審で行うため、各チームでホイッスル等を持参すること。 

⑶ スポーツ傷害保険は主催者が加入するが、補償範囲（保険金給付限度額）を超える 

損害については、一切の責任を負いかねる。 

⑷ けが等をした際の応急処置は本部で行うが、以後の対応はチームで行うものとする。 

⑸ 試合開始時刻までにコートへ集合しないチームは、棄権したものとみなす。 

⑹ 参加申込みをもって、主催者が大会中に撮影した写真及び映像を新聞、町広報誌、 

ホームページ、ＳＮＳの広報活動に使用することに同意したものとみなす。 

⑺ 地震、風水害、事件、感染症等の発生により、大会を中止する場合がある。 

⑻ 大会の中止等に関する情報は、「吉田町公式ＬＩＮＥ」にて周知する。 

 

16 問合せ先   

吉田町教育委員会事務局 

生涯学習課スポーツ振興部門 

電 話 ０５４８－３３－２１５２   

ＦＡＸ ０５４８－３３－４３４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


